
 

 

1 

 

個人情報保護委員会における 

女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画 

 

 

令和３年７月２７日 

個人情報保護委員会委員長決定 

最終改正令和４年１１月１６日 

 

第１ 基本的考え方 

個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）における女性職員活躍と職員のワ 

ークライフバランス推進のための取組計画（以下「本計画」という。）は、「国家公務

員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成 26 年 10 月 17

日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。令和３年１月 29日一部改

正）及び「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年 12月 25日閣議決定）を踏まえ、

委員会事務局職員（以下「職員」という。）が責任と誇りを持って生き生きと働ける

職場環境づくりに取り組むことを目的に定めるものである。 

少子高齢化等に伴い社会構造が大きく変化する中、性別や年代、時間等制約の有

無にかかわらず、あらゆる職員が活躍できる職場環境の整備が急務である。さらに、

公務のサステナビリティ（持続可能性）維持のため、時間生産性と職員のエンゲー

ジメント（自発的な貢献意欲）の向上、テレワークの一層の拡大が不可欠であり、そ

の目的達成のためには、業務効率化・デジタル化及びマネジメント改革等により、

真のワークライフバランス実現のための働き方改革を推進する必要がある。また、

女性活躍を促進するため、女性職員の採用・登用の拡大、計画的育成等の継続・拡充

が必要である。 

なお、本計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法

律第 64号）第 19条及び次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）第 19

条に基づく特定事業主行動計画として位置づける。本計画の計画期間は、令和３年

４月１日から令和８年３月 31日までとする。 

   また、「個人情報保護委員会における女性職員活躍とワークライフバランス推進

に向けた取組計画」（平成 28 年１月 13 日個人情報保護委員会委員長決定）は本計

画の決定をもって廃止する。 

 

第２ ワークライフバランスの推進のための働き方改革 

１ 業務効率化・デジタル化の推進 

(1）業務の廃止を含めた業務見直し・効率化 

新たな政策立案のみならず、日々の業務マネジメントにおいて現場業務の実態を 

把握し、業務の廃止を含めた既存業務やその業務プロセス自体の見直しによる課題 

解決を図ることも幹部職員・管理職員の職責である。令和３年度職員アンケート結 

果によれば、委員会における業務見直しの実施状況は低調である（※）。これまでも

部分的・自発的な取組は行われているものの、幹部職員・管理職員は、その職責とし
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て率先して業務の廃止を含めた業務見直し・効率化を推進する。大きな成果を挙げ

貢献した職員については、局内コンテストを通じ表彰するとともに、人事評価にお

いてその取組状況を適切に反映することで、組織全体の業務見直し及び DX推進の機

運を高める。 

（※）「業務の効果的・効率的な実施方法について、課室内で話し合いを行った」「課室内での

話し合いの結果、業務の廃止・統合・縮小や方法の見直し等を行った」と回答した職員の

割合は、全体平均を下回る。また、実施施策として「あてはまるものがない」との回答割

合が他府省と比べて高水準。 

 

  ① 管理職員を中心とした業務の棚卸し 

管理職員を中心として、人事評価の期首・期末面談に加え、１on１ミーティン

グを活用することで業務の棚卸しを行い、必要性の低下した業務については業務

自体の廃止も検討するなど、積極的な業務見直しを行う。また、必要な業務につ

いても、作業フローの見直しや改善を検討・実施することで、その効率化及び合

理化を図る。これらを踏まえ、班内の業務分担の再構築を行う。 

 

  ② 「業務見直し・DX推進チーム」による業務見直し 

従来の「業務見直し推進チーム」構成員に、これまで委員会で採用・育成して 

きたデジタル人材６名をコアメンバーとして新たに追加し、「業務見直し・DX 推

進チーム」として改組する。当該チームは、局内から具体的な効率化の依頼があ

った案件について、各メンバーのスキルに応じプログラミングを活用したツール

作成等を行うことにより、部門横断的に非効率な業務の改善や DXを推進する。終

了した案件については、削減の効果時間を測定し、各年度末までに行った本取組

の効果を集約する。 

【改善例】 

○大量データの加工、集計、分析等を自動化 

○問合せの記録等、蓄積された情報のデータベース化 

○作成者が不明な既存ツールの改修 

また、定型業務について、外部委託による費用対効果が高いと判断できるものに

ついては、必要な予算を計上し、外部委託の実施を推進する。 

 

  ③ 府省横断的な業務の効率化 

複数省庁や事務局内の複数課室にまたがる業務（法令等協議関係業務、調査・

照会業務、法案等作成業務等）について、協議ルールの遵守徹底やＩＣＴの活用

等により、徹底した効率化を行う。特に、他府省等に作業依頼を行う場合は、で

きる限り対象府省等の作業が軽減され、勤務時間外の対応が発生しないよう、作

業依頼の必要性や内容、タイミング等をよく精査するとともに、作業様式の工夫

等を行う。 

 

④ 効率的に働ける職場環境の整備 
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・意思疎通の齟齬による業務の手戻り等の非効率を防ぎ、組織としてのパフォー

マンス向上のため、職場における円滑なコミュニケーション活性化のための工夫

を行う。 

・事務局内の情報共有を効率的に行うため、令和４年度の LAN 環境更新（デジタ

ル庁 LAN への移行）にあわせて、委員会ポータルサイト機能の利便性を向上させ

る。また、GSS（ガバメント・ソリューション・サービス）上で新たに利用可能と

なる「Teams」や「Slack」等のツールを積極的に活用し、最新のセキュリティ技術

を確保した上で、円滑で手軽なコミュニケーションができる体制を推進する。加

えて、共用フォルダを定期的に整理し、必要な情報に素早くアクセスできるよう

にする等、環境整備に努める。 

・携帯電話やスマートフォンの公私の利用を明確に区別し、通信費の自己負担を

軽減するため、通話サービスアプリを導入する。 

 

(2) テレワークの推進 

令和３年度職員アンケート結果によれば、委員会におけるテレワークの実施頻度 

は９割超と高いが、今後も前述の Teams や Slack、通話サービスアプリ等のコミュ

ニケーションツールの積極活用により、生産性が高く柔軟な働き方を志向する。具

体的には、「国家公務員テレワーク・ロードマップ」（平成 27 年１月 21 日各府省情

報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）により策定した「テレワーク推進計画」に基

づき取り組むこととする。 

(3) 国会関係業務の効率化 

① テレワークの効果的活用等を通じた国会対応の合理化 

国会開会中の職員負担を軽減するため、テレワークによる必要最小限の待機

態勢、待機の要否について早期の連絡、当番制による対応等を行うことで、国

会対応の合理化を図る。また、「個人情報保護委員会事務局職員の勤務時間等に

関する訓令（平成 28年 個人情報保護委員会訓令第 12号）」に基づく早出遅出

勤務の弾力的運用として、国会対応で業務が早朝や夜間になる職員については、

職員の勤務状況、体調、業務の状況を考慮して事前（前日まで）に勤務時間の

指定を行うことが可能となるよう規程を整備（※）したところであり、超過勤務

による疲労蓄積を防止するよう、今後とも積極的に活用する。 

（※）「個人情報保護委員会事務局職員の早出遅出勤務の弾力的運用について」（令和３年

４月１日 個人情報保護委員会事務局長決定） 

② 国会答弁作成プロセスの効率化 

ＩＣＴを活用して国会関係情報の円滑な共有を図るとともに、 

問登録や割り振り調整にかかる制限時間の設定等の明確化を行い、また、電子

メールを活用した内部了解方法の簡略化など、答弁作成プロセスの効率化に取

り組む。 

 

２ 勤務時間管理のシステム化と勤務時間管理の徹底 

 (1) 勤務時間管理のシステム化 
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職員の勤務時間を「見える化」し、その実態を正確に把握した上で、適切な勤務 

時間管理を行うには、勤務時間管理のシステム化が必要である。委員会では、令和

４年度の LAN 環境更新（デジタル庁 LAN への移行）にあわせて、デジタル庁が開発

した勤怠管理システムの利用を開始することで、勤務時間の客観的把握が可能とな

る予定である。 

 

 (2) 的確な勤務時間管理による超過勤務縮減と勤務間インターバルの確保等 

・管理職員は、部下職員の超過勤務の見込時間及びその理由の事前申告の確認、申告 

内容と異なった場合の事後報告の確認等により、勤務時間等も含めた業務の状況を 

適切に把握した上で、業務の進め方についての指導、適切な業務分担や業務の優先

順位付け等、超過勤務縮減に向けて取り組む。前述の勤怠管理システム導入後は、

管理職員が部下の超過勤務状況等をより正確かつリアルタイムに把握することが可

能となることから、これを活用して超過勤務縮減等に取り組む。 

・テレワーク勤務時であっても、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことが命ぜら

れており、現に勤務した場合には、その全時間に対して超過勤務手当を支給するこ

とは当然であり、適切に運用する。 

・フレックスタイム制や早出遅出勤務等の活用を推奨し、職員の心身の疲労回復や

健康維持のために必要な時間の確保に取り組む。 

 

(3) 超過勤務の上限等に関する制度の適切な運用 

超過勤務の上限等に関する制度について、人事院規則 15－14（職員の勤務時間、

休日及び休暇）等に沿って適切に運用するとともに、上限を超えて超過勤務を命じ

た場合には、翌月に要因の整理・分析及び検証を着実に行い、改善を図る。 

 

(4) 人員配置等 

・管理職員は、長時間労働の要因を分析した上で、その要因に対応した業務効率化

やマネジメント改革等の取組を行い、なお既存定員でカバーできない業務量であれ

ば、必要な定員の確保に努める。 

・長時間労働の要因分析の結果を踏まえ、業務の効率化、的確な勤務時間管理等に

よる超過勤務の縮減に取り組む。また、真に必要な超過勤務に対しては、その実績

に応じた適切な超過勤務手当を支給できるよう、予算の確保に努める。 

 

３ マネジメント改革 

行政が国民の負託に答え、複雑多様化する行政ニーズに的確に対応した政策立案や、 

質の高い行政サービスの提供を実現するためには、行政組織の運営の要となる幹部職 

員・管理職員による適切なマネジメントが必要不可欠である。 

多面観察調査結果においても、管理職による能力開発機会の提供、部下への職務経

験付与、振り返りによる成長促進等に関するマネジメント行動が少ないことが読み取

れ（※）、それが職員の離職意向にも繋がっているのだとすれば、早急な改善が必要で

ある。職員のやりがい向上や成長促進も含めた管理職員のマネジメント能力の向上、
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マネジメントにおける幹部職員の役割強化、人事担当による支援の強化等に取り組む

こととし、これを着実に実施していくため、幹部職員・管理職員のマネジメントや職

員及び職場の状況を把握し、改善につなげていく仕組みを構築する。 

（※）「【17 両立支援制度活用や柔軟な働き方の推奨】」「【23 コンプライアンス意識に基づいた行 

動の実践】」「【01 組織課題の把握】」の３項目の平均点が高く、これらに関するマネジメント行 

動が多いことが読み取れる。一方で、「【16 能力開発機会の提供】」「【14 部下への職務経験付与】」 

「【15 振り返りによる成長促進】」の３項目の平均点が低く、これらに関するマネジメント行動 

が少ないことが読み取れる。 

 

 (1) 職員のやりがい向上も踏まえた管理職員のマネジメント向上 

① 管理職員が実施すべきマネジメント行動 

ア 業務・組織マネジメントの実施 

方向性の提示や適切な判断・調整など日々の業務マネジメントを適切に行う

だけではなく、部下職員の超過勤務時間や時間の使い方も含めた業務の実態を

把握し、既存業務や業務分担等の業務実施体制の見直し等を実施する。また、

部下職員の勤務時間等も含めた業務状況を適切に把握し、適切かつ柔軟な業務

分担や業務の優先順位付け等のコスト意識を持って組織運営に取り組む。 

イ 部下職員の主体的な業務遂行の促進 

部下職員が日々の業務の中でやりがいを感じて意欲的に業務に取り組み、ま

た成長していくことで公務のパフォーマンスを高められるよう、必要な業務の

実施を確保しつつ、組織の目標や業務の意義の説明により業務への納得感を高

めること、権限や裁量を付与すること、挑戦的な業務の機会を付与すること、

さらには現場や外部の有識者との交流など幅広い経験をさせること等により、

職員の主体的な働き方を促進する。その際、管理職員は、日常的な業務上のや

りとりに加え、人事評価の期首・期末面談等を活用し、部下職員と積極的なコ

ミュニケーションを図ることにより、部下職員の業務状況を把握し、適切なフ

ォローを行う。また、令和３年 10月期から、人事評価の能力評価において強み・

弱みの把握、記録書への記載が義務付けられたことも踏まえ、強みを伸ばすた

めに褒めたり、弱みを克服するために助言や指導したりする等のフィードバッ

クを行い、部下職員の成長を積極的に促す。 

ウ 部下職員の人材育成・リスキリング支援の実施 

管理職員は、日頃の業務上のコミュニケーションや人事評価面談に加え、１ 

on１ミーティングを実施し、部下職員の身上把握を行った上で、能力や希望等

に応じたリスキリング（知識・技術の再習得）を積極的に支援する。 

 

② 管理職員のマネジメント能力の向上 

ア 管理職員に対するマネジメント研修の充実 

新たに管理職となった職員に対し、新任管理者マネジメント研修を受講させ

る。また、全ての管理職員に対して、定期的にマネジメント能力の向上に向け

た研修を受講させる。 
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イ 管理職員のマネジメント能力向上に向けた環境整備 

・各管理職員によるマネジメントの実施状況について、多面観察等によりフォ

ローアップとフィードバックを実施し、マネジメントの改善を促す。 

・幹部職員が、部下である管理職員によるマネジメント状況を把握し、適切に 

評価するとともに、人事評価の面談や多面観察の結果等を活用し、積極的に助

言や指導を行うよう取り組む。 

 

(2) 人材育成のための人事当局の役割 

令和３年度職員アンケート結果によると、管理職のマネジメント上の困りごとと 

して、「管理職の業務量の多さ」「人事当局の支援の不足」「部下の人数が多く、自分 

がとれるマネジメント行動に限界がある」と回答した管理職の割合が全体平均を大 

きく上回っており、人事当局による管理職員へのマネジメントや若手職員の育成に 

かかるバックアップ体制の強化が求められている。このため、以下の取組を行う。 

① 人事異動を通じた人材育成・キャリア形成 

・人事担当は、職員の人事異動に際しては、当該職員の能力やスキル、職歴等の

ほか、身上調書、面談等を通じて把握した当該職員の中長期的なキャリアに関す

る要望等を考慮する。また、人事異動後は、当該職員の上司となる管理職員に対

して、異動先の担当業務における期待や成長課題等について説明を行うなど、担

当業務に従事する納得感の向上に努める。 

・人事担当は、職員の育成に必要となる職務経験の付与につながるよう、当該職

員の上司となる管理職員に対して、当該職員の異動期等の機会を活用し、身上調

書等に記載された当該職員の能力開発、キャリアに関する要望等や人事担当とし

ての中長期的な育成方針等を的確に伝達するなどの方法により、管理職員と連携

して当該職員の人材育成に取り組む。 

 

② 自己成長の機会提供、チューター制度の活用 

・人事担当は、委員会で採用された若手職員が自身のキャリアデザインを実現す

るために必要な知識やスキル、職務経験を蓄積できるよう、省内外公募制、官民

交流、留学、出向等の自主的に挑戦できる機会の周知、拡大等に取り組む。 

・若手職員の資格取得等の自己啓発支援として、受験料や教材費の補助等を行い、

能力向上に向けたリスキリング（知識・技術の再習得）を推進する（情報処理技

術者試験、個人情報保護士認定試験等）。 

・入局１年目の職員にはチューター制度により指導職員をつけることで、気軽に

相談や不安解消ができるように工夫しているが、引き続きこれを活用することで、

自己成長の機会提供にも繋げていく。 

 

(3) 職員・職場の状況を把握・活用する仕組み 

① タレントマネジメント推進に向けた情報の整備と活用 

職員の属性や人事異動履歴等の情報に留まらず、職員の有する能力やスキルや 
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評価、キャリアに関する要望等の情報を上司である課室長等や人事担当との面談 

等を通じて把握し、当該情報を新たに開発した「職員情報管理システム」で一元

管理することにより、戦略的な人材配置や人材育成等を行うタレントマネジメン

トを推進する。 

 

② 職員調査の継続的実施とこれを踏まえた対策 

人事担当は、職員・職場の状況を把握し、マネジメント改革等に係る取組の効

果を測るとともに、課題の発見や取組の改善につなげるため、職員のエンゲージ

メントや職場環境調査等を実施し、管理職員のマネジメントや職場の改善等に反

映する。 

 

４ 仕事と生活の両立支援 

(1) 男性の育児への参画促進 

男性職員の家庭生活への参画促進は、男性職員の仕事と生活の両立のみならず、

女性の活躍促進、ひいては少子化対策の観点からも極めて重要である。「国家公務員

の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」（令和元年 12月

27日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定）を踏まえ、全ての男性

職員が１か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得するよう目指す。 

また、男性職員や管理職員に対する両立支援制度の周知等により、男性職員によ

る当該制度の活用を促進し、「第５次男女共同参画基本計画」に定める政府全体の目

標を踏まえ、男性職員の育児休業取得率を 30％以上とすることを目標とし、また、

「男の産休」５日以上使用率を 100％とすることを目標とする。 

 

 (2) 仕事と生活を両立しながら活躍できる環境づくり 

① 働く時間の柔軟化 

・フレックスタイム制等について、適切な公務運営に配慮しつつ、希望する職員

には可能な限り適用する。特に、職員の心身の健康確保のために必要な場合はフ

レックスタイム制等の活用を積極的に推奨するとともに、育児や介護等を行う職

員の希望については、できる限り希望どおり対応するよう配慮する。また、令和

５年４月よりフレックスタイム制の柔軟化（最低勤務時間やコアタイムの短縮等）

が予定されていることから、当該制度改正についても周知を図るとともに委員会

の訓令を改正し、フレックスタイム制の一層の利用を図る。 

・「個人情報保護委員会事務局職員の勤務時間等に関する訓令（平成 28年 個人

情報保護委員会訓令第 12号）」に基づく早出遅出勤務の弾力的運用（前述）を積

極的に活用する。 

 

  ② 期間業務職員の増員要求 

・正規職員の業務負担軽減の観点からも、期間業務職員の増員要求を行う。正規

職員と期間業務職員の業務分担を明確にし、期間業務職員による対応がより適切

と考えられる業務については期間業務職員が担うこととするよう、採用に必要な
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予算の増額要求及び処遇の確保を行う。 

 

③ 代替要員の確保 

・一定期間以上育児休業を取得する職員の代替要員には可能な限り常勤職員を配 

置することとし、代替要員の配置に当たって委員会内全体を見渡した効率的な人 

事運用の実施、一定の産前や産後休暇、育児休業の取得者数が生じることを踏ま

えた採用方針の策定等、代替要員の確保に向けた人事運用面の対応を行う。 

・産前や産後休暇、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇及び介護休暇等の休

暇や、育児短時間勤務、育児時間等の実態に応じて措置された定員（いわゆる「ワ

ークライフバランス定員」）を積極的に活用する。 

 

④ 転勤に関する配慮等 

他府省から委員会に出向する職員の引越に係る負担軽減のため、例年引越が集 

中する年度末・年度初めにかけての転居を伴う人事異動については、国家公務員

の引越が４月期、特に４月１日の前後に集中している状況も踏まえ、いわゆる「赴

任期間」の更なる活用を推奨する（※）。 

（※）委員会においては、発令の日の翌日から起算して７日以内に着任しなければなら 

ないこととされている。事務局長が特に必要があると認める場合は、当該期間を延長 

することも可能である。 

 

⑤ 休暇の取得促進 

令和３年における職員一人当たりの年次休暇取得日数は 11.4 日であったとこ

ろ、年次休暇の休暇付与日数が 20日であり、未使用日数が 20日を上限に翌年に

繰り越されることを考えると、より一層の年次休暇の取得の促進が必要と考えら

れる。計画的な年次休暇の取得を促進するため、休暇計画表の活用によりゴール

デンウィークや夏季休暇、年末年始等における連続休暇の取得を奨励するほか、

繁忙期後の休暇取得を促進する。また、年次休暇の使用日数が９月末時点で５日

に満たない職員に対しては、人事担当から年次休暇の取得を促す。 

 

⑥ 安心して公務に専念できる環境の整備（保育の確保等） 

・内閣人事局から情報提供される他の府省における保育施設の入所募集状況等を、 

委員会ポータルサイト等を通じて職員に提供する。 

・内閣共済組合と連携し、シッターサービス等の割引利用に関する情報を委員会 

ポータルサイト等により職員に提供する。 

 

(3) 両立支援制度の利用と育児休業取得中・復職後の支援 

・管理職員等への研修等を通じた両立支援制度に対する理解の醸成、制度を利用す

る職員の業務情報の共有等により、職員が両立支援制度を利用しながら職務経験の

蓄積を通じてキャリア形成ができる環境を整備する。 

・管理職員や人事担当は、「育児に伴う休暇・休業の取得計画」等を活用し、男女と
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もに育児等に係る状況（出産予定日、配偶者の状況等）や両立支援制度の利用につ

いてきめ細かく職員の意向や状況を把握する。 

・管理職員や人事担当は、育児休業や育児短時間勤務等の両立支援制度を利用した

ことのみにより昇任や昇格に不利益とならないようにするとともに、それを職員に

周知する。 

・管理職員は、人事評価面談や１on１ミーティングを活用し、育児休業からの復帰

直後や育児期の働き方等についての意識の共有や、育児休業の取得中又は復帰直後

から育児期、介護休暇の取得時期等における、本人のキャリアプランに関する意向

確認を行う。 

・人事担当は、管理職員となるために必要な職務の経験について、出産・育児期等

の女性職員本人の意向を考慮して働く場所や時間の柔軟化を活用するなどして、重

要なポストを経験させたり、必要な研修の機会を付与したりするなど、柔軟な人事

管理を行う。 

・人事担当は、育児休業取得職員に対して、定期的なコミュニケーションを行うと

ともに、セキュリティ要件等を踏まえた上で、本人の希望に応じた業務用端末の継

続利用を検討する。 

・人事担当は、育児休業後の具体的なキャリアデザイン形成や育児中の共働き世帯

の両立支援等を目的に、先輩職員の経験談や外部講師からの講演等を内容とするセ

ミナーや交流会等への職員の参加を促進する。 

 

第３ 女性の活躍推進のための改革 

１ 女性の採用の拡大 

女性職員の採用目標については、「第５次男女共同参画基本計画」に定める政府全体 

の目標を踏まえ、毎年度の一般職試験の採用者に占める女性割合を 35％以上、国家公 

務員採用試験（技術区分）による令和７年度（2025年度）の採用者に占める女性の割 

合を 30％以上とする。 

また、委員会では、現在、国家公務員採用総合職試験からの採用は行っていないが、

当該試験から採用を行う場合は、毎年度、国家公務員採用総合職試験からの採用者に

占める女性の割合を 35％以上とすることも併せて目標とする。 

(1) 実効性のある広報活動等の推進 

公務に期待される能力を有する多くの優秀な女性を幅広く採用できるよう、国家 

公務員採用試験の女性志望者数の拡大に向け、関係府省等と広報活動等において有 

機的に連携・協力する。募集活動等については、パンフレットへの女性職員からの 

メッセージ等の掲載や、業務説明会・オンライン配信等への女性職員の派遣を積極 

的に活用し、幅広い層の女性に公務の魅力を伝える。 

 (2) 女性職員の中途採用 

委員会の職員は、他府省からの出向者も多く、一部においては弁護士やシステム

エンジニア等の専門的な外部人材を独自採用してきたが、更なる人材を拡充してい

くため、経験者採用試験等の積極的な活用、管理職員以上の官職も含めた外部女性

人材の中途採用や登用にも取り組む。 
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２ 女性の登用目標達成に向けた計画的育成 

(1) 人事管理の見直し 

① 女性の登用の実態やその阻害要因の把握 

委員会における令和３年４月１日現在の女性職員の登用状況は、指定職相当 

0％、本省課室長相当職7.6％、本省課長補佐相当職19.5％、本省係長相当職43.5％

であった。委員会は、他府省からの出向者も多く、各役職段階への登用は出向元

府省の登用状況に大きく左右されるといった特殊事情や、国家公務員採用試験か

らの独自採用を始めても直ちに係長以上の役職に就く職員の増加に結びつかな

いため、女性職員の登用目標を設定して計画的に取り組むことは困難を伴うとこ

ろであるが、女性職員の中途採用や各府省の協力を得て女性職員の出向者を拡大

させること等により、女性職員の登用拡大を積極的に進める。具体的な各役職段

階に占める女性職員の割合は、「第５次男女共同参画基本計画」を踏まえ、令和７

年度末（2025年度末）までに、指定職相当８％、本省課室長相当職 10％、本省課

長補佐相当職 17％、係長相当職 30％、新たに係長相当職に昇任した職員 35％と

することを目標とする。 

 

② 女性職員の職域拡大、人事管理の柔軟化等を通じた女性職員の計画的育成 

・女性職員の職域の拡大を一層積極的に行うため、人事院や内閣人事局等が主催

するキャリアアップ研修等への積極的参加に努める。 

・職務の経験について、例えば、出産・育児期等の前後又は育児期で時間制約が

あるような場合でも本人の意向を考慮して働く場所や時間の柔軟化を活用するな

どして、重要なポストを経験させたり、必要な研修の機会を付与したりするなど、

柔軟な人事管理を行う。 

・管理職員の候補となり得るような女性職員については、本人の希望と能力・実

績主義に基づき、女性職員の登用目標の達成に向けた計画的な育成を行う。その

際、一般職（旧Ⅱ・Ⅲ種試験）試験採用の女性職員のうち優秀と見込まれる者に

ついては、採用後 10年以内に、多様かつ必要な職務機会の付与や研修等の支援を

通じて積極的に育成する。 

 

 (2) 管理職員の意識改革 

管理職員向けの研修等の機会を活用し、社会全体において固定的な性別役割分担 

意識等が存在していることや、女性職員の登用の拡大に向けた理解を促進し、管理

職員の意識改革を進める。 

 

 (3) 女性職員のキャリア形成支援 

・人事院や内閣人事局が主催する女性職員向けの研修を通じて女性職員のキャリア 

イメージ形成支援を行う。 

・管理職員となるために必要な職務の経験について、例えば、出産・育児期等の前 

後又は育児期で時間制約があるような場合でも、本人の意向を考慮して働く場所や 

時間の柔軟化を活用するなどして、重要なポストを経験させたり、必要な研修の機 
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会を付与したりするなど、柔軟な人事管理を行う。 

 

 (4) 女性職員が抱える悩みや心配の相談ができる体制づくり 

女性職員に適切な相談の機会が確保されるよう、人事院や内閣人事局が主催する 

女性職員向けの研修に積極的に参加させること等を通じて、府省横断的な人的ネッ 

トワークの形成を促進する。 

 

第４ 推進体制等 

１ 推進体制 

・委員会事務局において、事務局長をトップとする個人情報保護委員会女性職員活躍・ 

ワークライフバランス推進会議を開催し、女性職員活躍と職員のワークライフバラン 

ス推進の必要性を委員会内に周知徹底等することで、本計画の内容を着実に実行する。 

・委員会においては、令和５年度定員要求において、本計画に基づく取組を中心に、

働き方改革等を推進するため必要な定員（４名）を要求中である。また、出向者を中

心とした現在の人事担当の体制を、将来の委員会運営を担うプロパー職員を中心とし

た体制へと順次移行させるべく育成を図り、人材の確保・育成について中長期的なビ

ジョンを検討できる体制としていく。 

・委員会における女性職員の活躍及び職員のワークライフバランスの推進に関する実 

施全般に係る実務面については、総務課課長補佐（人事担当）が、その役割を担う。 

 

２ 職員の声の把握、エンゲージメント調査等の実施 

・日頃から各課室・各世代の職員の声を広く汲み上げるよう努めるとともに、職務状

況等調査や人事面談等により職員のエンゲージメントや職場環境等について把握し、

本計画に基づく取組の改善や課題の発見につなげる。さらに、部下職員の声が管理職

員に確実に届くよう、定期的に１on１ミーティングを実施し、職員のモチベーション

向上や信頼関係の構築に努める。 

・職場環境改善や業務見直しの取組等の際に、意欲ある職員が業務見直しをはじめと

する働き方改革に関する議論と情報共有できる場を設け、その提言等を可能な限り本

計画に基づく取組に反映する。 

 

３ 公表、フォローアップ等の実施 

  本計画に基づく取組状況について、毎年度１回フォローアップを行い、結果を公表 

する。 

 

 

附 則 

この決定は、令和４年１１月１６日から適用する。 


